




平成２６年度の自主点検は、店舗管理者及び店舗従事登録者を含め店舗　
の設備、医薬品等の管理状況を自主的に調査し、府民にとって安心安全　
な医薬品供給者たるよう資格者全員が意識向上に努めることを指導し、　
すべての会員に自主点検表の提出を義務付けた。また、点検表について　
は京都府薬務課指導のもと作成し、点検結果の報告、改善点の協議など　
京都府と連携して指導を実施している。






